
規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）
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各省庁回答に対する
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当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

自動車の生産・
販売・流通に
伴って必要とな
る諸行政手続の
電子化の早期実
現等

自動車の生産・販売・流
通に伴って必要となる諸
行政手続（検査・登録～
国、車庫証明・納税～地
方、自賠責保険確認～
国）等の電子化は、規制
改革推進3ヵ年計画におい
て、平成17年を目標に稼
動開始（平成15年目途に
一部地方公共団体で試験
運用）となっているが、
これを実現するため、下
記の事項を含め早急に検
討・具体化していくこ
と。

①検査・登録等諸手続〇
自動車の検査・登録手続
等の電子化〇軽自動車の
検査・届出手続等の電子
化〇納税証明書の添付に
代わる電子化の検討〇抹
消・移転登録手続の電子
化
②自動車取得税の納付手
続〇納付手続の電子化
③自動車税・軽自動車税
納付及び還付手続〇納付
及び還付手続の電子化
〇電子化に向けた納付及
び還付手続の合理化〇納
税に係る行政と所有者の
有する電子情報の交換
④重量税納付手続等〇納
付手続等の電子化
⑤保管場所証明申請手続
〇申請手続の電子化及び
電子化に向けた申請手続
の全国統一化〇電子化に
向けた添付書類の簡素化
等
⑥自賠責保険付保〇付保
手続の電子化及び電子化
に向けた手続の合理化
⑦所有者に対する所有自
動車に係る登録事項等の
電子的開示

なお、試験運用を行う
際、大量の自動車を所有
するリース会社の事務手
続等を考慮して、その運
用に当たっての検討等を
行うこと。

国土交通省
財務省
総務省
警察庁

5008 5008240 オリックス㈱ 24.1
平成16年度までに実施さ
れることの可否について
改めて検討されたい。

b Ⅰ

e-Japan重点計画におい
て、平成１７年にはシス
テム稼動開始を目指すこ
ととされており、平成１
７年のシステム稼動に向
けて、関係行政機関及び
関係民間団体と調整を
行っているところであ
り、現在、自動車保有関
係手続のワンストップ
サービスのシステムの構
築を進めている。
　ワンストップサービ
ス・システムは、行政機
関及び民間団体とのシス
テムに複雑多岐に接続さ
れるため、平成１５年度
から一部地域で試験運用
を始めて、平成１６年度
も引き続き、対象地域を
拡大するとともに、関係
民間団体で整備するシス
テムと接続した試験運用
を行うこと等により、平
成１７年のシステム稼動
前までに、十分な試験・
検証を行う必要がある。

ｂ Ⅰ

　自動車保有に関する手
続（検査・登録・保管場
所証明・自動車関係諸税
等の納付等）のワンス
トップサービスによる電
子化については、平成１
７年を目標にシステム稼
働を目指すこととしてい
る。このワンストップ
サービス化によって複数
の行政機関に出向くこと
なく、各行政機関への手
続が一括して行えること
となり記入事項の一本化
等、申請手続の合理化が
図られることとなる。そ
の際、入力事項を集約し
た申請画面や税・手数料
のまとめ払いといった大
量に自動車を保有する方
にも配慮した仕組みを設
ける方向で検討している
ところ。
　また、平成１５年度に
は、警察庁では、保管場
所証明事務に関し、ワン
ストップサービスシステ
ムとの通信機能や電子申
請の受付機能等を有する
新たなコンピュータシス
テムの実用化に係る試験
運用を行う予定。

自動車の保管場
所の確保等に関
する法律、同法
施行令、同法施
行規則

自動車保有関係手続は、
自動車の検査・登録を受
けるために、運輸支局等
の他、市役所等、警察
署、都道府県税事務所
等、それぞれの行政機関
に出向いて手続を行う必
要がある。
　自動車保管場所証明申
請は、自動車の保有者
が、当該申請に係る場所
の位置を管轄する警察署
長に対し、当該申請に係
る場所を使用する権原を
有することを疎明する書
面、所在図、配置図の各
書面を添付して保管場所
証明書の交付を申請する
ものであり、交付を受け
た保管場所証明書を運輸
支局等に提出しなけれ
ば、道路運送車両法に定
める自動車登録の処分を
受けられないこととされ
ている。

z0100010

自動車の生産・
販売・流通に
伴って必要とな
る諸行政手続の
電子化の早期実
現等

自動車保有関係手続のワ
ンストップサービスによ
る電子化を実施するには
関係諸法の改正が必要と
考えるが、改正法案をで
きるだけ早期に提出する
ことについて見解を示さ
れたい。

ａ Ⅰ

自動車保有関係手続のワ
ンストップサービスの平
成１７年稼働開始に向け
て、道路運送車両法等の
自動車保有関係手続に関
する法律の見直しについ
て検討し、措置する。
（遅くとも次期通常国会
に法案を提出）
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別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

5041 5041010 宮崎県 1
　カジノ実現の
ために必要な法
整備

　カジノは、刑法の賭博
及び富くじに関する罪で
禁止されており実施する
ことはできない。
　そこで、我が国におい
てカジノが実現するため
に必要な法整備を要望す
る。
　それは、刑法改正では
なく、公営ギャンブル同
様、刑法３５条による違
法性阻却事由の根拠とな
る特別法（カジノ合法化
法）の制定による実現を
要望する。

警察庁
法務省

5098 5098010 和歌山県 1

カジノに係る賭
博関係規制を適
用除外する特別
法の整備

カジノを核とした複合レ
ジャー産業を集積するた
め、賭博に係る刑法上の
違法性を阻却する特別法
を整備する

警察庁
法務省

5100 5100190 東京都 19
カジノ実現に必
要な特別法の制
定などの法整備

カジノを実現するために
必要な特別法の制定など
の法整備を行う。

警察庁
法務省

5049 5049010 大阪府 1
カジノ実現のた
めの法制度の整
備

関西国際空港対岸のりん
くうタウンに、カジノ、
ショー、ショッピング、
グルメなど家族で楽しめ
る非日常空間を形成する
ため、特別法の制定など
カジノを実現するために
必要な法制度の整備を行
い、刑法上の違法性を阻
却する。

警察庁
法務省

5057 5057060
(社)全日本ト
ラック協会 6 車高についての

規制緩和 車高についての規制緩和 国土交通省
警察庁

5102 5102540
(社)日本経済
団体連合会 54

ISO規格国際海上
コンテナ積載車
両の「高さ」制
限の緩和

物流の効率化、低コスト
化を実現するため、高さ
制限を早期に現行の4.1ｍ
から4.2ｍへと緩和すべき
である。

国土交通省
警察庁

他省庁で本提案の検討の
結果、所管省庁が明らか
になった場合は当該省庁
とともに検討されたい。

①要望によれば「海コン
については現行の４．１
ｍから４．２ｍへの緩和
を求める」ともしてお
り、この点についての具
体的な対応策を改めて検
討され、提示されたい。
②速やかに実施されると
ともに、実施時期につい
て具体的に示されたい。

ａ Ⅱ

①　総合規制改革会議第
２次答申を踏まえ作成さ
れた「規制改革推進３か
年計画（再改定）」を受
けた検討を進めていると
ころ。
②　現在、走行車両のバ
ウンド幅や安定性に関す
る実験を行うこととして
実施方法について検討し
ているほか、民間事業者
団体とともに安全担保措
置について検討している
ところであり、これらの
結果を踏まえ、規制の見
直し内容を具体化するこ
ととなるため、その実施
時期は平成１５年度末に
なると見込まれるが、で
きるだけ速やかに実施で
きるよう取り組んで参り
たい。

他省庁で本提案の検討の
結果、所管省庁が明らか
になった場合は当該省庁
とともに検討することと
する。

a Ⅱ

　　車高規制の緩和につ
いては、総合規制改革会
議第２次答申を踏まえ作
成された「規制改革推進
３か年計画（再改定）」
（平成１５年３月２８日
閣議決定）において、積
載時の車高が３．８ｍを
超える車両（コンテナや
完成自動車を運搬する車
高４．１ｍの車両等）の
通行に関し、安全性を確
保しつつ物流を効率化す
るための車高規制の見直
しについて、平成１５年
度中に検討し、実施する
とされたことを受けて、
現在、規制の見直しにつ
いて検討を進めていると
ころである。

刑法第１８５条
及び第１８６条

カジノについては、刑法
の賭博罪との関係から、
その実施に当たっては、
新たな立法措置が必要で
ある。

Ｃ

カジノについては、刑法
の賭博罪との関係から、
その実施に当たっては、
新たな立法措置が必要で
ある。また、カジノ実施
に伴い、暴力団や外国人
犯罪組織等の関与が懸念
されるほか、少年の健全
な育成や地域の風俗環境
に与える影響も十分に考
慮する必要がある。した
がって、カジノを実施す
るための立法が検討され
る場合には、警察庁とし
ては、これらの治安上の
観点から、その議論に加
わり、必要な意見を申し
述べて参りたい。

道路交通法第５
７条第３項

貨物の積載状態における
車高が３．８メートルを
超えるものについては、
出発地警察署長の許可を
受けなければならない。

z0100030 車高規制の緩和

z0100020
カジノ実現のた
めに必要な法整
備
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別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

5008 5008270 オリックス㈱ 27.1
自動車の保管場
所に関する規制
の明確化

使用の本拠の位置として
認められる要件を明確化
することを要望する。

警察庁

5034 5034350
(社)リース事

業協会 35
自動車の保管場
所に関する規制
の明確化

・自動車の保有者は、自
動車の使用の本拠の位置
との間の距離が２キロ
メートルを超えない場所
に当該自動車の保管場所
を確保しなければならな
い。警察署が、ある場所
を「使用の本拠の位置」
として認めるかどうかに
ついて個別に判断してお
り、基準が明確ではな
い。・使用の本拠の位置
として認められる要件を
明確化することを要望す
る。

警察庁

交通事故証明書
の電子発行

書面もしくは電子的記録
による交付に変更。 警察庁5029 5029300

(社)日本損害
保険協会 30

貴庁回答にあるとおり、
「規制改革推進３か年計
画（再改定）」において
16年度中に結論を得るこ
ととなっているが、その
後引き続き当該要望もあ
ることから、検討及び実
施の前倒しが可能かどう
か検討され、示された
い。

－

電子的手段による交通事
故証明書の申請・交付の
可否については、「申請
人が真に「正当な利益を
有すると認められる者」
であるか否か確実に確認
できるのか」「交通事故
証明書の交付主体が真に
自動車安全運転センター
であることを確認できる
か否か」「交通事故証明
書等の内容の改変を防止
する電磁的手法が技術的
に可能か」「交通事故証
明書の受領者が「正当な
利益を有すると認められ
る者」か否かを確実に把
握した上で交付できる
か」等、セキュリティー
上の各種課題の検討に加
え、損保業界、保険に係
わる関係行政機関等から
の意見聴取・協議、セン
ターにおける電子認証の
ための体制整備等につい
て、15年度、16年度に調
査・検討を行い、16年度
中に結論を得ることとし
ているところであるが、
多岐にわたる検討作業等
が必要であることから、
検討及び結論の前倒しは
困難である。

－ Ⅲ

「規制改革推進３か年計
画（再改定）」（平成１
５年３月２８日閣議決
定）において、交通事故
証明書の申請・交付の電
子化について平成１５、
１６年度に調査・検討
し、平成１６年度中に結
論を得ることとしている
ところである。

z0100060
交通事故証明書
の電子発行

自動車安全運転
センター法第２
９条第１項第３
号

交通事故証明書について
は、自動車安全運転セン
ター法に基づき、交通事
故の加害者、被害者その
他正当な利益を有すると
認められる者からの書面
若しくは郵便振替による
申請に応じて、書面によ
り証明書を交付してい
る。

アウトソーシン
グ事業における
ファシリティ管
理者選任要件緩
和

ファシリティ管理者の選
任は、事業主と雇用関係
にある者という限定解釈
でなく、①事業主とファ
シリティ業務受託会社
（含む機能分社）の間
で、管理者の選任、責
任・権限を明示した業務
委託契約を締結、②受託
会社が資格等を有する社
員を指名し、該当事業所
に専属で常駐・従事させ
ること－を条件に、ファ
シリティ業務受託会社の
社員を、当該会社のファ
シリティ業務管理者に選
任できるようにしていた
だきたい。また、当該会
社から機能分社したファ
シリティ業務受託会社
が、当該会社の労災処理
を業として請け負う場合
には、該当事業所に専属
で常駐する受託会社の社
員がいることを条件に、
社会保険労務士を置くこ
とを不要としていただき
たい。

①～③経済
産業省
④・⑧厚生
労働省
⑤環境省
⑥警察庁
⑦国土交通
省

5009 5009030 ソニー㈱ 3

回答では、　安全運転管
理者の外部委託が認めら
れており現行制度下で実
施可能とされているが、
①解釈の徹底の観点か
ら、通達・ガイドライン
等により一層の周知を図
ることについて具体的に
検討され、示されたい。
②上記を踏まえた実施時
期について、その時期と
なる理由も含め具体的に
示されたい。

ｄ

法令解釈上、特段の疑義
が生じているとは承知し
ておらず、通達等により
周知を図る必要はないも
のと考える。

ｄ

安全運転管理者の資格要
件について事業主と雇用
関係にある者に限定する
とはされていない。安全
運転管理者に係る「アウ
トソーシング事業におけ
るファシリティ管理者」
の趣旨は明らかではない
が、このような者が道路
交通法施行規則第９条の
９所定の要件を満たし、
道路交通法第７４条の２
第７項に基づき安全運転
管理者の業務を行うため
必要な権限を与えられ、
同法第７４条の２第２項
の安全運転管理者の業務
を的確に行うことができ
るのであれば、現行制度
下においても差し支えは
ないものである。

z0100050

アウトソーシン
グ事業における
ファシリティ管
理者選任要件緩
和

道路交通法第７
４条の２第１項
道路交通法施行
規則第９条の９

道路交通法では、自動車
の使用者は、所定の台数
以上の自動車の使用の本
拠ごとに、所定の要件を
備える者のうちから、自
動車の安全な運転を確保
するために必要な当該使
用者の業務に従事する運
転者に対して行う交通安
全教育その他自動車の安
全な運転に必要な業務を
行わせるため、安全運転
管理者を選任しなければ
ならないこととされてい
る。

回答では「今後も引き続
き都道府県警察を指導し
てまいりたい」とある
が、
①要望内容は貴庁回答中
の「自動車の使用の本拠
の位置としての実態」を
明確することを求めてお
り、ガイドライン・通達
等を示すべきと考える。
これについて、具体的に
検討され、示されたい。
②上記①を踏まえた実施
時期について、その時期
となる理由を含め具体的
に示されたい。

ａ Ⅳ

①　「自動車の使用の本
拠の位置」とは、自動車
を運行の用に供する場合
において当該場所を拠点
として使用し、自動車の
使用を管理するという実
態を備えている場所と解
されていることから、支
店登記の有無ではなく、
このような実態を備えて
いるか否かによって、保
管場所証明を行う際に当
該場所が使用の本拠であ
ることを判断するべきで
ある旨を通達等で示し
て、都道府県警察におい
て、その趣旨に則った運
用が徹底されるよう引き
続き指導してまいりた
い。
②　都道府県警察に対す
る所要の調査等を実施し
た上、平成１５年中に通
達等を発出する。

「自動車の使用の本拠の
位置」とは、自動車を運
行の用に供する場合にお
いて当該場所を拠点とし
て使用し、自動車の使用
を管理するという実態を
備えている場所と解され
ており、原則として、自
動車の保有者その他自動
車の管理責任者の所在地
を指し、通常、保有者が
自然人の場合にはその住
所又は居所、法人の場合
はその事務所の所在地が
これに該当する。要望理
由中に例示されている
「駐在所」がこのような
自動車の使用の本拠の位
置としての実態を備えて
いるのであれば、支店登
記がなされているか否か
に関わらず、保管場所証
明がなされるものであ
り、その趣旨について、
今後も引き続き都道府県
警察を指導してまいりた
い。

自動車の保管場
所の確保等に関
する法律、同法
施行令、同法施
行規則等

自動車保管場所証明申請
は、自動車の保有者が、
当該申請に係る場所の位
置を管轄する警察署長に
対し、当該申請に係る場
所を使用する権原を有す
ることを疎明する書面、
所在図、配置図の各書面
を添付して保管場所証明
書の交付を申請するもの
であり、保管場所は、当
該自動車の「使用の本拠
の位置」から２キロメー
トル以内に確保しなけれ
ばならないこととされて
いる。

ｄz0100040
自動車の保管場
所に関する規制
の明確化
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規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）

管理
コード 項目名 該当法令等 制度の現状

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策） その他

各省庁回答に対する
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

原動機付自転車
の右折方法（二
段階右折）の制
限の緩和

原動機付自転車について
は現在、道路交通法に
て、片側3車線以上の道路
で右折時にいわゆる二段
階右折をすることとされ
ているがこれを撤廃もし
くは車線数を増やす方向
で緩和する。

警察庁5030 5030020 福田誠 2ｃ

　原動機付自転車は、自
動車と比べて低い法定の
最高速度が定められてい
ることから、片側に３以
上の車両通行帯のある広
幅員の道路においては、
通例、最も左側の車両通
行帯を進行することとな
る。そこで、二段階右折
の方法によらずに右折し
ようとすれば、交差点に
到達する直前の区間にお
いて、あらかじめ最も左
側の車両通行帯から最も
右側の車両通行帯へと進
路の変更をしなければな
らず、そのときに、進路
変更先の車両通行帯を進
行する相対的に走行速度
の高い自動車と交錯する
ことによって、自車及び
他車に危険を及ぼすおそ
れが生ずる。また、無事
に進路変更をした後にお
いても、交差点内を右折
の方向の道路に向かうと
きに、相対的に速度の高
い対向直進車と交錯する
ことによって、自車及び
他車に危険を及ぼすおそ
れが生じる。

（以下「その他」欄に続
く）

（「措置の概
要」欄より続
く）

これに対し、二
段階右折の方法
によれば、上記
のような単路部
分において危険
な進路変更をす
る必要も、交差
点内において危
険な右折をする
必要もないこと
から、十分な安
全が確保される
こととなる。し
たがって、こう
した通行方法に
よるべきことを
定めた現行規定
を廃止すること
は不適当であ
る。

z0100080

原動機付自転車
の右折方法（二
段階右折）の制
限の緩和

道路交通法第３
４条第５項

原動機付自転車は、道路
の左側部分に車両通行帯
が３以上設けられている
道路等において右折する
ときは、あらかじめその
前からできる限り道路の
左側端に寄り、かつ、交
差点の側端に沿つて徐行
しなければならない。

原動機付自転車
の最高速度制限
の緩和

原動機付自転車について
は現在、道路交通法施行
令にて制限速度が時速３
０キロとされているがそ
れを撤廃あるいは緩和す
る

警察庁5030 5030010 福田誠 1

要望理由には「他社との
速度差が大きく却って危
険である」との指摘があ
るが、この点を踏まえ改
めて検討され、示された
い。

ｃ

　道路交通法施行令は、
原動機付自転車の法定速
度を時速３０㎞と定めて
いるが、これは、技能試
験を受けることなく学科
のみで乗ることができる
ということで、誰でも気
軽にたやすく乗れる乗り
物という性格を踏まえ、
このように定められてい
るものである。また、近
年の原動機付自転車の交
通事故発生状況について
みると、最高速度違反を
原因とした原動機付自転
車の交通事故件数は過去
５年間で約２．７倍と急
増しているところであ
る。このようなことか
ら、速度規制を撤廃ない
し緩和することは原動機
付自転車による交通事故
の更なる増加を招くもの
と考えられるため、認め
られない。
　なお、平成１４年中の
交通事故発生状況をみる
と、原動機付自転車にお
ける追突を原因とした交
通事故の割合が5.8%であ
るのに対し、他車との速
度差がない自動二輪車に
おける追突を原因とした
交通事故の割合は7.9%と
原動機付自転車より高く
なっており、「他車との
速度差が大きく重大な追
突事故が起こるなどして
却って危険である」との
御指摘は当たらないとこ
ろである。

ｃ

道路交通法施行令は、原
動機付自転車の法定速度
を時速３０㎞と定めてい
るが、これは、技能試験
を受けることなく学科の
みで乗ることができると
いうことで、誰でも気軽
にたやすく乗れる乗り物
という性格を踏まえ、こ
のように定められている
ものである。また、近年
の原動機付自転車の交通
事故発生状況についてみ
ると、最高速度違反を原
因とした原動機付自転車
の交通事故件数は過去５
年間で約２．７倍と急増
しているところである。
このようなことから、速
度規制を撤廃ないし緩和
することは原動機付自転
車による交通事故の更な
る増加を招くものと考え
られるため、認められな
い。

z0100070
原動機付自転車
の最高速度制限
の緩和

道路交通法第２
２条第１項
道路交通法施行
令第１１条

道路交通法施行令は、原
動機付自転車の法定速度
を時速３０㎞と定めてい
る。
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規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）

管理
コード 項目名 該当法令等 制度の現状

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策） その他

各省庁回答に対する
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

z0100090
指定自動車教習
所間の転所(転
校）の自由化

「指定自動車教
習所関係業務指
導要領につい
て」（平成１４
年５月１３日付
け警察庁丙運発
第２７号）

左記通達により、大型免
許、普通免許、大型二輪
免許、普通二輪免許、大
型第二種免許及び普通第
二種免許に係る教習生で
あって、転出前の指定自
動車教習所における教習
実施状況が確認できる者
については、転出前の指
定自動車教習所における
教習を転入後の指定自動
車教習所における教習と
みなして転所を実施する
手続等が定められてお
り、希望する教習生は転
所をすることができるこ
ととされている。

ｅ  

制度の概要欄記載のとお
り、転所を希望する教習
生は転所をすることがで
きることとされているこ
とから、事実誤認であ
る。

5030 5030030 福田誠 3
指定自動車教習
所間の転所(転
校）の自由化

道路交通法第99条に基づ
き公安委員会の指定自動
車教習所とされた教習所
間での転所（学校で言う
ところの転校）を可能と
義務付けさせる。

警察庁

道路交通法の小
型特殊自動車規
定及び運転免許
規定の規制緩和

道路運送車両法施行規則
第2条別表第1（自動車の
種別）による「小型特殊
自動車」は、「最高速度
15km/h以下で長さ4.7m以
下、幅1.7m以下、高さ
2.8m以下」と規定されて
いるが、道路交通法施行
規則第2条（自動車の種
類）による「小型特殊自
動車」は、「車体の大き
さが長さ4.7m以下、幅
1.7m以下、高さ2.0m以下
に該当するもののうち、
15km/hを超える速度を出
すことができない構造の
もの（内燃機関を原動機
とする自動車にあって
は、その総排気量が1.5
リットル以下のものに限
る。）」と規定されてお
り、両法の定義が異なっ
ている。
道路交通法の規定中高さ
2m以下を2.8m以下に、ま
た、総排気量1.5リットル
の削除を要望。

警察庁5032 5032010

(社)日本農業
機械工業会
(社)日本建設
機械工業会
(社)日本産業
車両協会

1
平成16年度までに実施さ
れることの可否について
改めて検討されたい。

ｂ Ⅲ

小型特殊自動車の規格に
関し、高さ２メートル以
下を２．８メートル以下
とし、総排気量に係る規
定を削除することについ
て、道路交通の安全に及
ぼす影響の有無の確認等
の検討を全国的見地から
行う必要があることか
ら、平成１６年度までに
実施することの可否につ
いて示すことはできな
い。

ｂ Ⅲ

小型特殊自動車の規格に
関し、高さ２メートル以
下を２．８メートル以下
とし、総排気量に係る規
定を削除することについ
て、道路交通の安全に及
ぼす影響の有無の確認等
の検討を全国的見地から
行い、平成１５年度中に
結論を得る。

z0100100

道路交通法の小
型特殊自動車規
定及び運転免許
規定の規制緩和

道路交通法施行
規則第２条

道路交通法施行規則第２
条により、小型特殊自動
車に係る車体の大きさ等
について、高さ２メート
ル以下、内燃機関を原動
機とする自動車にあって
は総排気量１．５リット
ル以下等と規定されてい
る。

z0100110
古物営業法に係
る規制緩和

①：古物営業法
第３条、第５
条、第７条
②：同法第５
条、同法施行規
則第１条第３項
③：同法第７条

①　古物営業を営もうと
する者は、営業所の所在
地を管轄する都道府県公
安委員会の許可を受けな
ければならないと規定し
ている（古物営業法第３
条）。
　また、変更の届出につ
いては、古物商等は、古
物営業法第５条第１項各
号に掲げる事項に変更が
あったときは、営業所の
所在する各都道府県の公
安委員会に届出書を提出
しなけらばならないと規
定している（同法第７条
第１項）。
　ただし、二つ以上の都
道府県の公安委員会の管
轄区域内に営業所を有す
る場合は、氏名又は名称
及び住所又は居所並びに
法人にあっては、その代
表者の氏名に変更があっ
たとき（法第５条第１項
第１号）、又は法人に
あっては、その役員の氏
名及び住所に変更があっ
たとき（同条項第７号）
は、いずれか一の公安委
員会に届出書を提出しな
ければならないと規定し
ている（同法第７条第２
項）。
②　古物営業法施行規則
第１条第３項で「履歴
書」、「誓約書」を添付
することとなっている
が、その様式は定めてい
ない。
③　古物営業法第７条に
基づき、書面で提出を求
めている。

①②
…Ｃ
③…
Ｂ

③…
Ⅰ

①：　古物商等の遵守義
務（第３章）は、標識の
掲示や管理者の選任は営
業所等に関するものであ
り、確認等及び申告や帳
簿等への記載等は営業所
等においてなされるもの
であり、品触れと差止め
は営業所等に所在する古
物に関するものであり、
営業所等と当該営業所等
に集散する古物に着目し
た内容となっている。し
たがって、このような営
業所等を管轄する都道府
県公安委員会でなければ
実効的な指導監督を行う
のは困難であるから、都
道府県公安委員会制度の
下で許可単位を全国にす
ることは、困難である。
　変更手続きに関して
は、制度の現状で述べた
ように、二以上の公安委
員会の管轄区域内に営業
所を有する古物商等に係
る共通事項（氏名等、住
所等、法人の代表者の氏
名、法人の役員の氏名
等）については、いずれ
か一の公安委員会に届出
をして、届出を受けた公
安委員会が関係する他の
公安委員会に通知するこ
ととされている。一方、
都道府県公安委員会制度
の下で、当該公安委員会
に全く関係のない事項
（管轄外の営業所の名
称、所在地や管理者の氏
名、住所等）の届出を受
理して、これを他の公安
委員会に通知することと
することは、困難であ
る。

（以下「その他」欄に続

（「措置の概
要」欄より続
く）

②：　「履歴
書」、「誓約
書」の様式を統
一化し、これに
よらないものを
不備のものとし
て受理しないこ
とは、申請者の
利益が害される
こととなる。
③：　現在、政
府のe-Japan重点
計画に沿って申
請・届出等手続
きの電子化の作
業を進めてい
る。これによ
り、会社、事務
所、自宅等から
インターネット
を通じて届出が
できるよう電子
化に向けての検
討・作業を進め
ているので、申
請・届出等手続
きの電子化が実
施されれば、現
行制度の下で
も、複数県への
申請・届出や届
出用紙を警察署
に取りにいくこ
とについて、古
物商等の負担は
大幅に軽減され
ることとなる。

左記①：回答は、営業所
と当該営業所に集散する
古物に着目した内容であ
るため都道府県公安委員
会別の許可単位としてい
る旨であるが、要望者
は、全国展開し、同一の
古物が集散する営業所の
許可申請についての改革
要望であるので、このよ
うな場合の手続の簡素化
について具体的に検討し
示されたい。

左記②：回答では、様式
を統一することについ
て、これによらないもの
を受け付けないことが申
請者の不利益となるとさ
れているが、実際には複
数の公安委員会にてこれ
らの書式が個々に指定さ
れていることにより弊害
として事務手続が煩雑に
なっているとの要望者指
摘であることを踏まえ、
③の回答での電子化の実
施に含まれるかなど、具
体的に検討し示された
い。

左記③：平成16年度まで
に実施されることの可否
について改めて検討され
たい。

①：古物営業法は、盗品
等の売買防止、速やかな
発見を図ることを目的と
して、古物商等を都道府
県公安委員会単位の許可
制としている。
　営業所が全国に展開す
るか否か、及び取り扱う
古物が同一であるか否か
に関わらず、営業所等を
管轄する都道府県公安委
員会でなければ実効的な
指導監督を行うのは困難
であるから、都道府県公
安委員会制度の下で許可
単位を全国にすることは
困難である。
②：誓約書等、現在都道
府県公安委員会が示して
いるものは、申請者の便
宜を図るために、書式の
例を示したものであっ
て、この書式でなければ
許可申請を受理しないと
するものではないので、
事務手続が煩雑になって
いるとは思われない。
③：変更届の電子化につ
いては、警察庁における
計画に基づき推進してい
る。

5034 5034480
(社)リース事

業協会 48 古物営業法に係
る規制緩和

①事務所が所在する各都
道府県毎に、許可を取得
し、変更の届出を行う必
要があり、事務負担が大
きいため、本店の所在す
る一の都道府県又は警察
庁での許可とすること。
②履歴書、誓約書の様式
が不統一であるため、統
一化すること。③変更届
提出について書面のみで
電子化されていないた
め、電子化すること。

警察庁

古物営業に係る許可申請
及び変更届出の電子化に
当たり、貴庁より各都道
府県公安委員会に実施方
策を提示する等何らかの
措置を講ずるべきと考え
るが、具体的な措置内容
について平成16年度まで
に実施されることの可否
を含め見解を示された
い。

平成15年度中に、古物営
業に係る許可申請及び変
更届出に関して、電子化
の実施方策を都道府県公
安委員会に提示する。
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規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）

管理
コード 項目名 該当法令等 制度の現状

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策） その他

各省庁回答に対する
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

高速道路における大型貨
物自動車の最高速度規制
の見直し

警察庁5057020
(社)全日本ト
ラック協会 2

高速道路におけ
る大型貨物自動
車の最高速度規
制の見直し

5057c

我が国における交通死亡
事故が減少傾向にある中
において、高速道路にお
ける大型貨物自動車によ
る交通死亡事故は依然多
発している。その原因と
しては、速度超過の割合
が高く、危険認知速度別
にみて、大型貨物自動車
による死亡事故は、その
大半が８０㎞/h以上で走
行中に発生している。ま
た、大型貨物自動車の高
速道路における死亡事故
率が普通乗用車等と比べ
て高いこと等から、現在
大型貨物自動車に対する
最高速度を８０㎞/hとし
ていることは合理的であ
る。なお、諸外国におい
ても、大型貨物自動車に
ついては他の車種と異な
る速度規制が行われてい
る。

z0100130

高速道路におけ
る大型貨物自動
車の最高速度規
制の見直し

道路交通法第２
２条第１項、道
路交通法施行令
第２７条第１項

高速自動車国道において
は、大型貨物自動車の法
定最高速度は８０㎞/ｈで
ある。

z0100120

貨物自動車の
「大型」と「普
通」の区分の見
直し

道路交通法第８
５条
道路交通法施行
規則第２条

道路交通法第８５条によ
り、普通免許のみを受け
ている者は普通自動車、
小型特殊自動車及び原動
機付自転車のみを運転す
ることができ、大型自動
車を運転しようとする者
は大型免許を受けなけれ
ばならないこととされて
いる。
また、道路交通法施行規
則第２条により、車体の
大きさ等が、大型自動
車、大型特殊自動車、大
型自動二輪車、普通自動
二輪車又は小型特殊自動
車について定められた車
体の大きさ等のいずれに
も該当しない自動車が普
通自動車と規定され、大
型特殊自動車、大型自動
二輪車、普通自動二輪車
及び小型特殊自動車以外
の自動車で、車両総重量
が８トン以上のものが大
型自動車と規定されてい
る。

ｃ

　大型自動車と普通自動
車ではその車両特性によ
り運転に必要な能力が異
なることから、大型自動
車を運転しようとする者
は道路交通法第８５条に
より大型自動車免許を受
けなければならないこと
とされている。
　運転免許試験は自動車
の種類ごとに運転に必要
な技能等の有無について
行っており、普通免許の
技能試験には乗用車を使
用しているところであ
る。現行制度においても
普通免許でロングボ
ディータイプのものも含
む８トン未満の貨物自動
車まで運転することがで
きることとなっていると
ころ、運転できる貨物自
動車の範囲を更に拡大す
ることは、車両１万台当
たりの死亡事故件数は車
両総重量が大きくなるに
従って増加していること
に照らしても、交通安全
を確保する上で問題が大
きいと考えられる。「道
路交通に関する条約」
（ジュネーブ条約）で
は、国際的に通用する運
転免許証の様式について
普通免許に相当する免許
で運転することができる
自動車の車両総重量を
３．５トン以下と定めて
おり、我が国の基準は現
状においても国際的な基
準から大幅に緩和された
ものである。なお、運転
免許制度は国民の生命・
身体の安全確保に関わる
ものであり、

（以下「その他」欄に続
く）

（「措置の概
要」欄より続
く）

仮に特例措置を
認めることとし
た場合に交通事
故が発生したと
きは、これによ
り住民等が被る
被害は当該実施
主体による特例
措置の取消等の
事後的対応では
取り返しがつか
ないことから、
特区での対応は
適当でない。ま
た、運転免許
は、試験の結
果、一定の水準
に達した者のみ
に運転を許可す
る全国的な資格
制度であり、現
行制度において
普通免許のみを
受けた者が大型
自動車を運転す
れば無免許運転
の罪を問われる
こととなるが、
逮捕・懲役や即
免許取消処分の
対象となる無免
許運転行為を特
例的に認めるこ
とは不公平感が
著しく強いもの
であることから
も、特定地域に
おいてのみ特例
措置を講ずるこ
とは適当でな
い。

国土交通省からの回答に
よれば、高速道路料金の
車種区分の見直しに係る
要望に関して、「全国規
模で検討」するとのこと
である（z1200310国土交
通省回答より）。こうし
た点も踏まえ、
①　国土交通省との調整
を図った上で、貨物自動
車の「大型」と「普通」
の区分の見直しについて
再検討され、示された
い。
②　上記①を踏まえた実
施時期について、その時
期となる理由も含めて具
体的に示されたい。

ｃ

国土交通省に問い合わせ
たところ、高速道路料金
の車種区分の見直しに係
る同省回答（ｚ１２００
３１０）は、道路交通法
等関係法令の見直しがな
された場合は、これを受
けて検討するとの趣旨で
あり、運転免許制度の見
直しに係る回答について
当該同省回答との調整を
図る必要がないことが確
認された。

5057 5057010
(社)全日本ト
ラック協会 1

貨物自動車の
「大型」と「普
通」の区分の見
直し

貨物自動車の「大型」と
「普通」の区分の見直し

警察庁
国土交通省
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規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）

管理
コード 項目名 該当法令等 制度の現状

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策） その他

各省庁回答に対する
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

z0100140

二輪車のオート
マチック車限定
免許の導入につ
いて

道路交通法第９
１条
道路交通法施行
規則第３３条及
び別表第４

道路交通法第９１条によ
り、都道府県公安委員会
は、運転免許に、その免
許を受けた者の身体の状
態又は運転の技能に応
じ、その者が運転するこ
とができる自動車等の種
類を限定し、その他自動
車等を運転するについて
必要な条件を付し、及び
これを変更することがで
きることとされている。
なお、オートマチック限
定普通免許については、
道路交通法施行規則第３
３条及び別表第４によ
り、当該免許に係る指定
自動車教習所における技
能教習の教習時間の基準
等が定められている。

ｂ Ⅲ

オートマチック二輪車を
使用して技能試験に合格
した者に対しては運転で
きる車両をオートマチッ
ク二輪車に限定した運転
免許を付与することとす
るオートマチック車限定
二輪免許を新設すること
について、全国的見地か
ら調査・検討を行い、平
成１５年度中に結論を得
る。

平成16年度までに実施さ
れることの可否について
改めて検討されたい。

ｂ Ⅲ

オートマチック二輪車の
車両特性の内容、当該車
両特性が道路交通の安全
に与える影響に係る検討
等を全国的見地から行う
必要があることから、平
成１６年度までに実施す
ることの可否について示
すことはできない。

オートマチック二輪車限
定免許を導入するために
必要な府令の改正等を平
成16年度中に実施するこ
とについて見解を示され
たい。

ａ Ⅲ

オートマチック二輪車に
限定した運転免許を導入
することについて、当該
免許の導入が道路交通の
安全に与える影響等につ
いて全国的見地から検討
を行い、平成15年度中に
結論を得て、平成16年度
中に交通安全上必要な府
令の改正を実施する。

5073 5073210
(社)日本自動
車工業会 21

二輪車のオート
マチック車限定
免許の導入につ
いて

普通二輪車免許及び大型
二輪車免許についてオー
トマチック車限定免許の
導入を要望するものであ
る。

警察庁

5008 5008400 オリックス㈱ 40
官公庁の入札制
度、契約制度の
改善

統一基本様式を定め、団
体や法人の特殊要因によ
り様式をオプションで付
加する方式に改善すべ
き。また、昨今のＩＴ社
会化に対応し、申請業務
をＩＴと紙の選択制とす
べき。

全省庁

5034 5034380
(社)リース事

業協会 38

官公庁・地方自
治体の入札制
度、契約制度の
改善

・官公庁の入札制度にお
いて、参加資格審査申請
や入札業務などの諸手続
きは官公庁によって異
なっている。このため、
申請内容の多くの項目が
重複しているものの、申
請様式はそれぞれ異なっ
ている。・また、申請は
紙でのみ行なわれてい
る。・統一基本様式を定
め、団体や法人の特殊要
因により様式をオプショ
ンで付加する方式に改善
すべき。・また、昨今の
ＩＴ社会化に対応し、申
請業務をＩＴと紙の選択
制とすべき。

全省庁

ｂ

電子入札システムについ
て、入札申請様式等を含
めたシステム全体の仕様
を検討中である。また、
申請業務は、ＩＴと紙の
選択制を考えている。

z0100160
官公庁の入札制
度、契約制度の
改善

紙ベースのみの申請とし
ている。

z0100150
障害者運転免許
取得制度の改善

道路交通法第９
１条
「運転免許技能
試験実施基準の
制定について」
（平成１４年５
月１３日付け警
察庁丙運発第１
９号）
「身体障害者に
対する適性試験
（運動能力）実
施要領の制定に
ついて」（平成
１１年１１月１
日付け警察庁丙
運発第４０号）

道路交通法第９１条によ
り、都道府県公安委員会
は、運転免許に、その免
許を受けた者の身体の状
態又は運転の技能に応
じ、その者が運転するこ
とができる自動車等の種
類を限定し、その他自動
車等を運転するについて
必要な条件を付し、及び
これを変更することがで
きることとされている。
また、左記「運転免許技
能試験実施基準の制定に
ついて」により、普通免
許に係る技能試験の標準
試験車の規格が定められ
ているとともに、左記
「身体障害者に対する適
性試験(運動能力)実施要
領の制定について」によ
り、標準試験車の規格に
該当しない普通自動車で
車両総重量１，２００キ
ログラムを超えるものを
使用して技能試験に合格
した者については車両総
重量１．５トン以下の車
両に、標準試験車の規格
に該当しない普通自動車
で車両総重量１，２００
キログラム以下のものを
使用して技能試験に合格
した者については車両総
重量１．２トン以下の車
両に、それぞれ運転でき
る車両を限定するなどの
基準が定められている。

ｂ Ⅳ

「身体障害者に対する適
性試験(運動能力)実施要
領の制定について」の基
準の適用の在り方等を含
め、身体障害者に対する
車両重量による運転でき
る車両の限定に係る運用
の見直しについて、全国
的見地から調査・検討を
行い、平成１５年度中に
結論を得る。

平成16年度までに実施さ
れることの可否について
改めて検討されたい。

ｂ Ⅳ

都道府県公安委員会にお
ける車両重量による運転
できる車両の限定条件付
与の状況の調査、当該運
転できる車両の限定に係
る運用の見直しが道路交
通の安全に与える影響に
係る検討等を全国的見地
から行う必要があること
から、平成１６年度まで
に実施することの可否に
ついて示すことはできな
い。

5073 5073220
(社)日本自動
車工業会 22 障害者運転免許

取得制度の改善
重量制限に係わる運用を
改善して頂きたい 警察庁
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